




法務省民二第８８５号

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日

東京法務局民事行政部長 殿

法務省民事局民事第二課長

（ 公 印 省 略 ）

債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請にお

（ ）ける相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について 回答

本月１日付け２不登１第２８号をもって照会のありました標記の件について

は，貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。




